
相談事例

離婚に伴う養育費のことで旦那さんともめているみたいです。精神的にも
まいっているようですが、CINGAの専門家相談で相談できますか。

全国の国際交流協会、⾏政機関などで

外国⼈に対応する担当者のための窓⼝です。
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電話相談

外国人従業員がうつ病と診断されました。今後の対応について、会社はど
のように対応すべきでしょうか？在留期間の更新に影響はありますか？

在留資格 (ビザ)、制度、対応方法などを一緒に考えます
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特定活動の在留資格を持つ方の活動範囲がいろいろあると聞いたことがあり
ます。具体的にどのように確認できますか？また、対応する時に、気を付け
たほうが良い点はありますか？

健康保険に加入できない難民申請中の人が結核にかかり、通常の2倍の治療
費を請求されました。何か支援策はありますか。

日本で暮らしてきた外国人夫婦の子を、妻が勝手に自分の国に連れ帰りま
した。ハーグ条約で返還できる手立てがあると聞いたのですが。


